
北海道ヒグマ注意報等発出実施要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、北海道ヒグマ管理計画（第２期）の第２章の３（１）①ア（エ）の 

規定に基づき、道内において、ヒグマの市街地出没や人身被害等が発生した際に、道民や

来道者に対して、ヒグマによる人身被害を防止するために、必要な注意喚起を行うととも

に、市町村等における効果的な人身被害防止対策につなげていくことなどを目的に注意報

等を発出するにあたり、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 注意報等の名称は、次のとおりとする。 

（１）ヒグマ警報（以下、「警報」という。） 

（２）ヒグマ注意報（以下、「注意報」という。） 

（３）ヒグマ注意喚起（以下、「注意喚起」という。） 

 

２ この要領において「市街地付近」とは、市町村が策定するヒグマゾーニング計画におけ

る排除地域又は防除地域など市街地等（市街地、集落、人家稠密地域及びその周辺部）、通

学路、不特定多数の人が利用する公園、観光施設等の区域並びにその周辺部をいう。 

 

（注意報等発出の基準） 

第３条 注意報等を発出する基準は、原則、次のとおりとする。 

（１）警報 

市街地付近において、人身被害（死傷）が発生したときのほか、人をおそれないヒグマ

が頻繁に市街地に出没するなど、人身被害（死傷）が発生するおそれが非常に高まったと

き。 

（２）注意報 

ア 市街地付近において、ヒグマが頻繁に出没又は農業等被害が発生した場合のほか、人

家敷地内やその近隣でヒグマの痕跡が確認される場合など、住民等への人身被害（死

傷）の発生が懸念されるとき。 

イ 市街地付近以外において、ヒグマによる人身被害（死傷）が発生したとき。 

（３）注意喚起 

ア 人が野山に入る機会が多くなり人身被害のリスクが高くなる季節など、注意を促す必

要があるとき。 

イ 地域の実情に応じて、（総合）振興局が所管する地域で注意を促す必要があるとき。 

 

（注意報等を発出する区域） 

第４条 注意報等を発出する区域は、次のとおりとする。 

（１） 警報及び注意報を発出する区域は、原則として、ヒグマが出没している若しくは被 

害が発生した市町村又はその区域とする。 

なお、地理的状況や被害状況を考慮し、隣接する市町村も必要に応じ対象に加える 

ことができるものとする。 

（２）注意喚起を発出する区域は、必要に応じて適宜、設定することができるものとす 

る。 

 

（注意報等の期間） 

第５条 注意報等の期間は、次のとおりとする。 

（１） 警報及び注意報は、発出後１か月間を目安とし、出没頻度や人身被害の状況を勘案 



し、引き続き、住民に注意を促す必要があると判断される場合は、延長することがで 

きるものとする。 

なお、警報及び注意報を発出した原因が改善された場合は、終了することができる 

ものとする。 

（２）注意喚起は、必要に応じ期間を設けることができるものとする。 

 

（注意報等の発出） 

第６条 注意報等の発出は、次により行うものとする。 

（１） 警報・注意報 

（総合）振興局環境生活課（以下、「振興局」という。）は、現場の利用状況、出没頻

度の情報を収集し、人身被害があった場合は被害者の受傷状況の確認を行い、発出の必

要性、区域及び期間について市町村等と調整の上、環境生活部野生動物対策課ヒグマ対

策室（以下、「対策室」という。）と協議を行うものとする。 

  対策室は、振興局や市町村等の意向を考慮し、発出の実施について決定し、振興局と

同時に発出する。 

（２）注意喚起 

ア 第３条（３）アについては、対策室は、時期を定め又は必要に応じて、広く道民や 

来道者に注意を呼びかけることとし、対策室又は振興局で発出する。 

イ 第３条（３）イについては、振興局は、時期を定め又は必要に応じて、所管する管 

内の住民に注意を呼びかけることとし、振興局で発出する。 

 

（注意報等の周知） 

第７条 対策室及び振興局（以下、「道」という。）は、注意報等を発出したときは、道のホ

ームページ、SNS等や報道機関を通じて道民及び来道者に周知するとともに、北海道ヒグ

マ対策推進会議の構成員（以下、「関係機関等」という。）に対し、その旨を通知し、道民

や各関連団体等への注意喚起に関して協力を依頼するものとする。 

  また、道は状況に応じて、必要な機関等に周知を依頼することとする。 

 

（警報及び注意報発出時の対応） 

第８条 警報及び注意報を発出時には、「ヒグマ出没時の対応方針」、「ヒグマ人身事故発生時

の対応方針」に基づき、道は、関係機関等と連携して必要な対応を行うものとする。 

  また、対応に当たっては「ヒグマ対策の手引き」も参考とするものとする。 

 ２ 警報及び注意報を発出時には、道、市町村、関係機関等は、平時からの取組のほか、

次の取組例も参考に、企業や団体の協力を得ながら注意喚起等の必要な取組を行うこと

とする。 

機関 注意報 警 報 

道 ・道民への周知（HP・SNS） 

・専門人材の派遣 

・電気柵や自動撮影カメラの

貸出・設置協力 

・関係機関との連携強化 

 

（注意報の取組に加え） 

・職員の派遣 

・パトロールの協力 

 



市町村 ・住民への周知（HP・SNS・エ

リアメール・防災無線・広

報車・町内会・チラシ配

布） 

・周辺パトロール 

・誘引物の除去や管理の徹底 

・クマの探索、箱わなの設置 

・電気柵や自動撮影カメラの

設置 

・関係機関との連携強化 

（注意報の取組に加え） 

・対策本部立ち上げ 

・24時間体制での町内パトロ

ール 

・住民の早朝・夜間の外出の

自粛 

・企業等に対する早朝・夜間

の活動への配慮のお願い 

関係機関 ・農業現場における注意喚起・安全確保 

（北海道農政事務所・道農政部） 

・林業現場における注意喚起・安全確保 

（北海道森林管理局・道水産林務部） 

・道路・河川巡視におけるヒグマ出没に関する情報提供 

（北海道開発局・道建設部） 

・観光施設を通じた注意喚起・安全確保 

（北海道運輸局・道経済部） 

・学校等への注意喚起（道教育庁・道総務部） 

・周辺パトロール強化（道警察本部） 

 

※ 上記に加え、関係機関の連携強化等、状況に応じた必要な

取組を実施 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、注意報等の発出に関して必要な事項は、環境生活部

長が定める。 

 

 附 則 

この要領は、令和４年（2022年）５月１日から施行する。 

この要領は、令和８年（2026年）１月 16日から施行する。 


